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平 成 ２ ９ 年 度 飯 能 市 一 般 会 計 予 算 

 

平成２９年度飯能市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３２，８００，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､「第１表歳入歳出予算」による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，５００，０００千円と

定める。 

（歳出予算の流用） 

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場

合は、次のとおりと定める。 
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⑴ 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれら

の経費の各項の間の流用 

 

  



単

2,034

位

3 軽 自 動 車 税

：

175,786

千

4 市 た ば

円

こ 税 455,700

）

5 鉱

款

産 税 1,238

項

6 入 湯 税

金

1,479

　

7 都 市 計 画 税

　

816,024

　

2 地 方 譲

　

与 税 187,000

　

1 地

　

方 揮 発 油 譲 与 税 57,

額

000

第

2 自 動 車 重 量 譲 与

１

税 130,000

表

3 利 子

　

割 交 付 金 9,000

歳

1 利

入

子 割 交 付 金 9,000

歳

4

出

配 当 割 交 付 金 78,0

予

00

算

1 配 当 割 交 付 金 78

-

,000

 3 -

1 市 税 11,890,546

歳

1 市

　

民 税 5,128,28

入

5

（

2 固 定 資 産 税 5,31



千

8,000

円

1 地 方 消 費 税

）

交 付 金 1,228,0

款

00

項

7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交

金

付 金 147,000

　

1 ゴ

　

ル フ 場 利 用 税 交 付 金 1

　

47,000

　

8 自 動 車 取

　

得 税 交 付 金 42,20

　

0

額

1 自 動 車 取 得 税 交 付 金

-

42,200

 

9 地 方 特 例

4

交 付 金 55,000

 

1 地

-

方 特 例 交 付 金 55,000

10 地 方 交 付 税 3,270,000

1 地 方 交 付 税 3,270,00

5

0

株

11 交 通 安 全 対 策 特 別

式

交 付 金 10,000

等

1 交

譲

通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

渡

10,000

所

12 分 担 金

得

及 び 負 担 金 272,5

割

47

交

1 負 担 金 272,5

付

47

金

13 使 用 料 及 び 手 数

5

料 318,055

9

1 使 用

,

料 212,517

000

（

1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交

単

付 金 59,000

位

6 地 方

：

消 費 税 交 付 金 1,22



3 委 託 金 25,093

15 県 支 出 金 1,758,08

2

2

手

1 県 負 担 金 860,4

数

81

料

2 県 補 助 金 770,

1

698

0

3 委 託 金 126,

5

903

,

16 財 産 収 入 38

5

,306

3

1 財 産 運 用 収 入

8

37,304

2 財 産 売 払 収 入 1,002

17 寄 附 金 151,312

1 寄 附 金 151,312

18 繰 入 金 2,249,379

1

1 特 別 会 計 繰 入 金 3,

4

450

国

2 基 金 繰 入 金 2,

庫

245,929

支

19 繰 越

出

金 600,000

-

金

1 繰 越

5

金 600,000

,131,774

 

1

5

国 庫 負 担 金 2,724

 

,174

-

2 国 庫 補 助 金 2,382,507



千

貸 付 金 元 利 収 入 135

円

,167

）

4 受 託 事 業 収 入

款

118,889

項

5 収 益 事

金

業 収 入 50,000

　

6 雑

　

入 220,142

　

21 市

　

債 4,766,900

　

1

　

市 債 4,766,90

額

0

-

歳　　　　　　入　

 

　　　　　合　　　　

6

　　計 32,800,

 

000

-

20 諸 収 入 537,899

1 延 滞 金 、 加

（

算 金 及 び 過 料 13,1

単

81

位

2 市 預 金 利 子 520

：

3



単

務 管 理 費 2,732,

位

960

：

2 徴 税 費 346,

千

081

円

3 戸 籍 住 民 基 本 台

）

帳 費 134,774

款

4 選

項

挙 費 111,886

金

5 統

　

計 調 査 費 15,013

　

6

　

監 査 委 員 費 28,64

　

3

　

7 行 政 不 服 審 査 費 39

　

0

額

3 民 生 費 10,400

-

,212

 

1 社 会 福 祉 費 4

7

,771,983

 

2 児 童

-

福 祉 費 4,081,955

3 生 活 保 護 費 1,522,888

4 災 害 救 助 費 8

1

5 国 民 年 金 費 23,

議

378

会

4 衛 生 費 7,03

費

6,364

2

1 保 健 衛 生 費

3

780,735

9,171

1 議 会 費

歳

239,171

　

2 総 務 費

出

3,369,747

（

1 総



千

7,632

円

6 農 林 水 産 業

）

費 197,415

款

1 農 業

項

費 103,864

金

2 林 業

　

費 93,551

　

7 商 工 費

　

800,671

　

1 商 工 費

　

800,671

　

8 土 木 費

額

4,142,400

-

1 土

 

木 管 理 費 116,46

8

2

 

2 道 路 橋 り ょ う 費 1,

-

418,126

3 河 川 費 16,342

4 都 市 計 画 費 2,457,738

5

2

住 宅 費 133,732

環

9

境

消 防 費 1,394,4

費

21

3

1 消 防 費 1,394

3

,421

7,822

3 清 掃 費 5,9

（

17,807

単

5 労 働 費 2

位

7,632

：

1 労 働 諸 費 2



4 幼 稚 園 費 160,321

5 社 会 教 育 費 416,452

1

6 保 健 体 育 費

0

461,518

教

11 災 害

育

復 旧 費 1

費

1 土 木 施 設 災 害

2

復 旧 費 1

,

12 公 債 費 2,

5

379,642

7

1 公 債 費

2

2,379,642

,

13

3

諸 支 出 金 200,00

2

0

4

1 普 通 財 産 取 得 費 200,000

14 予 備 費 40,000

1 予 備 費 40,000

歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 32,800,000

1 教 育

-

総 務 費 393,723

 

2

9

小 学 校 費 661,14

 

2

-

3 中 学 校 費 479,168
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第２表　地　方　債

起 債 の 目 的 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

廃 棄 物 処 理 施 設 建 設 事 業 2,739,000 普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

4.0％以内(ただし、利率見
直し方式で借り入れる政府
資金及び地方公共団体金融
機構資金について、利率の
見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率)

政府資金及び地方公共団体金
融機構資金については、その
融資条件、銀行その他の場合
にはその債権者と協定すると
ころによる。ただし、市財政
の都合により繰上償還し、又
は低利債に借り換えることが
できる。

市 道 整 備 事 業 269,100 同　　　上 同　　　上 同　　　上

橋 り ょ う 整 備 事 業 64,800 同　　　上 同　　　上 同　　　上

街 路 整 備 事 業 41,600 同　　　上 同　　　上 同　　　上

公 園 緑 地 整 備 事 業 13,000 同　　　上 同　　　上 同　　　上

消 防 施 設 整 備 事 業 29,000 同　　　上 同　　　上 同　　　上

小 学 校 施 設 整 備 事 業 60,400 同　　　上 同　　　上 同　　　上

土地開発公社所有地取得事業 200,000 同　　　上 同　　　上 同　　　上

臨 時 財 政 対 策 1,350,000 同　　　上 同　　　上 同　　　上

計 4,766,900

限 度 額





  

- 1 - 

 

 

平 成 ２ ９ 年 度 飯 能 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算 

 

平成２９年度飯能市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０，７３６，１０１千円と定める。 

２ 南高麗診療所勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８７，９２２千円と定める。 

３ 名栗診療所勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７６，２３１千円と定める。 

４ 事業勘定、南高麗診療所勘定及び名栗診療所勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１

表歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額  

は、事業勘定５００，０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場

合は、次のとおりと定める。 
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⑴ 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間 の

流用 

 

 

                                 

 



単

2 使 用 料 及 び 手 数

位

料 1

：

1 手 数 料 1

千

3 国 庫 支 出

円

金 1,968,511

）

1

款

国 庫 負 担 金 1,632

項

,685

金

2 国 庫 補 助 金 3

　

35,826

　

4 療 養 給 付

　

費 等 交 付 金 234,0

　

31

　

1 療 養 給 付 費 等 交 付

　

金 234,031

額

5 前 期

第

高 齢 者 交 付 金 2,75

１

6,921

表

1 前 期 高 齢 者

　

交 付 金 2,756,9

歳

21

入

6 県 支 出 金 532,

歳

125

出

1 県 負 担 金 90,

予

209

算

2 県 補 助 金 441

事

,916

業

7 共 同 事 業 交 付

勘

金 2,494,593

定

1

-

共 同 事 業 交 付 金 2,4

 

94,593

3 -

1 国 民 健 康 保 険 税 1,

歳

947,049

　

1 国 民 健

入

康 保 険 税 1,947,

（

049



千

6

円

2 基 金 繰 入 金 150,

）

000

款

10 繰 越 金 50,

項

000

金

1 繰 越 金 50,0

　

00

　

11 諸 収 入 19,0

　

60

　

1 延 滞 金 、 加 算 金 及

　

び 過 料 11,254

　

2 貸

額

付 金 元 利 収 入 672

-

3 雑

 

入 7,134

4

歳　　　

 

　　　入　　　　　　

-

合　　　　　　計 10,736,101

8 財 産 収 入 24

1 財 産 運 用 収 入 24

（

9 繰 入

単

金 733,786

位

1 他 会

：

計 繰 入 金 583,78



単

会 費 182

位

2 保 険 給 付 費

：

6,404,809

千

1 療

円

養 諸 費 5,608,5

）

73

款

2 高 額 療 養 費 756

項

,700

金

3 移 送 費 20

　

4 出

　

産 育 児 諸 費 31,51

　

6

　

5 葬 祭 諸 費 8,000

　

3

　

後 期 高 齢 者 支 援 金 等 1

額

,223,056

-

1 後 期

 

高 齢 者 支 援 金 等 1,2

5

23,056

 

4 前 期 高 齢

-

者 納 付 金 等 899

1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 899

5 老 人 保 健 拠 出 金 45

1 老

1

人 保 健 拠 出 金 45

総

6 介 護

務

納 付 金 441,540

費

1

4

介 護 納 付 金 441,5

5

40

,203

1 総 務 管 理

歳

費 31,119

　

2 徴 税 費

出

13,902

（

3 運 営 協 議



千

1 特 定

円

健 康 診 査 等 事 業 費 80

）

,825

款

2 保 健 事 業 費 5

項

0,792

金

9 基 金 積 立 金

　

25

　

1 基 金 積 立 金 25

　

10

　

公 債 費 1,644

　

1 公 債

　

費 1,644

額

11 諸 支 出

-

金 6,600

 

1 償 還 金 及

6

び 還 付 加 算 金 6,60

 

0

-

12 予 備 費 6,000

1 予 備 費 6,000

歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計

7

10,736,101

共 同 事 業 拠 出 金 2,474,663

1

（

共 同 事 業 拠 出 金 2,4

単

74,663

位

8 保 健 事 業

：

費 131,617



単

2 使 用 料

位

及 び 手 数 料 464

：

1 使 用

千

料 105

円

2 手 数 料 359

）

3

款

繰 入 金 29,738

項

1 一

金

般 会 計 繰 入 金 29,7

　

38

　

4 繰 越 金 1,000

　

1

　

繰 越 金 1,000

　

5 諸 収

　

入 19

額

1 雑 入 19

南

歳　　

高

　　　　入　　　　　

麗

　合　　　　　　計 8

診

7,922

療 所 勘 定

- 7 -

1 診 療 収 入 56,701

歳

1 外 来 収 入 4

　

8,122

入

2 そ の 他 診 療

（

収 入 8,579



単

0,313

位

3 予 備 費 1,

：

000

千

1 予 備 費 1,00

円

0

）

歳　　　　　　出　

款

　　　　　合　　　　

項

　　計 87,922

金　　　　　　額

- 8 -

1 総 務 費 46,609

1 総 務 管 理

歳

費 46,609

　

2 事 業 費

出

40,313

（

1 事 業 費 4



単

2 使 用 料 及

位

び 手 数 料 135

：

1 使 用 料

千

50

円

2 手 数 料 85

）

3 繰 入 金

款

27,008

項

1 一 般 会 計

金

繰 入 金 27,008

　

4 繰

　

越 金 1,000

　

1 繰 越 金

　

1,000

　

5 諸 収 入 46

　

3

額

1 雑 入 463

名

歳　　　

栗

　　　入　　　　　　

診

合　　　　　　計 76

療

,231

所 勘 定

- 9 -

1 診 療 収 入 47,625

歳

1 外 来 収 入 43

　

,283

入

2 そ の 他 診 療 収

（

入 4,342



単

37,552

位

3 予 備 費 1

：

,000

千

1 予 備 費 1,0

円

00

）

歳　　　　　　出

款

　　　　　　合　　　

項

　　　計 76,231

金　　　　　　額

- 10 -

1 総 務 費 37,679

1 総 務 管

歳

理 費 37,679

　

2 事 業

出

費 37,552

（

1 事 業 費
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平 成 ２ ９ 年 度 飯 能 市 下 水 道 特 別 会 計 予 算 

 

平成２９年度飯能市の下水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，７６３，２１３千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､「第１表歳入歳出予算」による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、５００，０００千円と定め

る。 

 

 

  



単

0,324

位

1 使 用 料 87

：

0,124

千

2 手 数 料 20

円

0

）

3 国 庫 支 出 金 310,

款

100

項

1 国 庫 補 助 金 31

金

0,100

　

4 財 産 収 入 3

　

32

　

1 財 産 運 用 収 入 33

　

2

　

5 繰 入 金 778,75

　

0

額

1 一 般 会 計 繰 入 金 61

-

2,310

 

2 基 金 繰 入 金

2

166,440

 

6 繰 越 金

-

35,000

第

1 繰 越 金 3

１

5,000

表

7 諸 収 入 10

　

0,727

歳

1 延 滞 金 、 加

入

算 金 及 び 過 料 15

歳出予算

1 分 担 金 及 び 負 担 金 15,08

歳

0

　

1 負 担 金 15,080

入

2

（

使 用 料 及 び 手 数 料 87



213

2 雑 入 100,712

8 市 債 652,

-

900

 

1 市 債 652,9

3

00

 

歳　　　　　　入

-

　　　　　　合　　　　　　計 2,763,



単

2 基 金 積

位

立 金 333

：

1 基 金 積 立 金

千

333

円

3 公 債 費 782,

）

999

款

1 公 債 費 782,

項

999

金

4 予 備 費 10,0

　

00

　

1 予 備 費 10,00

　

0

　

歳　　　　　　出　

　

　　　　　合　　　　

　

　　計 2,763,2

額

13

- 4 -

1 事 業 費 1,969,881

1 公

歳

共 下 水 道 費 1,496

　

,893

出

2 終 末 処 理 場 費

（

472,988



第２表　地　方　債

起 債 の 目 的 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

下 水 道 事 業 652,900 普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

4.0％以内(ただし、利率見
直し方式で借り入れる政府
資金及び地方公共団体金融
機構資金について、利率の
見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率)

政府資金及び地方公共団体金
融機構資金については、その
融資条件、銀行その他の場合
にはその債権者と協定すると
ころによる。ただし、市財政
の都合により繰上償還し、又
は低利債に借り換えることが
できる。

計 652,900

限 度 額

- 5 -





  

- 1 - 

 

 

平 成 ２ ９ 年 度 飯 能 市 笠 縫 土 地 区 画 整 理 特 別 会 計 予 算 

 

平成２９年度飯能市の笠縫土地区画整理特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７５５，０１９千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､「第１表歳入歳出予算」による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、９０，０００千円と定める。 

 

 

  



単

31

位

1 国 庫 補 助 金 77,

：

731

千

3 繰 入 金 545,

円

680

）

1 一 般 会 計 繰 入 金

款

545,680

項

4 繰 越 金

金

15,000

　

1 繰 越 金 1

　

5,000

　

5 諸 収 入 8

　

1 雑

　

入 8

　

6 市 債 103,70

額

0

-

1 市 債 103,700

 2

歳　　　　　　入　　

 

　　　　合　　　　　

-

　計 755,019

第１表　歳入歳出予算

1 保 留 地 処 分 金 12,900

歳

1 保

　

留 地 処 分 金 12,90

入

0

（

2 国 庫 支 出 金 77,7



単

504,921

位

3 公 債 費

：

203,133

千

1 公 債 費

円

203,133

）

4 予 備 費

款

1,000

項

1 予 備 費 1,

金

000

　

歳　　　　　　

　

出　　　　　　合　　

　

　　　　計 755,0

　

19

　　額

- 3 -

1 総 務 費 45,965

1 総 務 管 理

歳

費 45,965

　

2 事 業 費

出

504,921

（

1 事 業 費



- 4 -

第２表　地　方　債

起 債 の 目 的 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

土 地 区 画 整 理 事 業 103,700 普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

4.0％以内(ただし、利率見
直し方式で借り入れる政府
資金及び地方公共団体金融
機構資金について、利率の
見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率)

政府資金及び地方公共団体金
融機構資金については、その
融資条件、銀行その他の場合
にはその債権者と協定すると
ころによる。ただし、市財政
の都合により繰上償還し、又
は低利債に借り換えることが
できる。

計 103,700

限 度 額



  

- 1 - 

 

 

平 成 ２ ９ 年 度 飯 能 市 双 柳 南 部 土 地 区 画 整 理 特 別 会 計 予 算 

 

平成２９年度飯能市の双柳南部土地区画整理特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３５７，６７２千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､「第１表歳入歳出予算」による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、６０，０００千円と定める。 

 

 

  



単

1

位

国 庫 補 助 金 54,31

：

6

千

3 繰 入 金 224,25

円

5

）

1 一 般 会 計 繰 入 金 22

款

4,255

項

4 繰 越 金 5,

金

000

　

1 繰 越 金 5,00

　

0

　

5 諸 収 入 1

　

1 雑 入 1

　

6 市 債

　

66,300

額

1 市 債 66

-

,300

 

歳　　　　　

2

　入　　　　　　合　

 

　　　　　計 357,

-

672

第１表　歳入歳出予算

1 保 留 地 処 分 金 7,800

歳

1 保 留

　

地 処 分 金 7,800

入

2 国

（

庫 支 出 金 54,316



単

3,976

位

3 公 債 費 96

：

,291

千

1 公 債 費 96,

円

291

）

4 予 備 費 500

款

1 予

項

備 費 500

金

歳　　　　

　

　　出　　　　　　合

　

　　　　　　計 357

　

,672

　　　額

- 3 -

1 総 務 費 6,905

1 総 務 管 理 費

歳

6,905

　

2 事 業 費 25

出

3,976

（

1 事 業 費 25



- 4 -

第２表　地　方　債

起 債 の 目 的 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

土 地 区 画 整 理 事 業 66,300 普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

4.0％以内(ただし、利率見
直し方式で借り入れる政府
資金及び地方公共団体金融
機構資金について、利率の
見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率)

政府資金及び地方公共団体金
融機構資金については、その
融資条件、銀行その他の場合
にはその債権者と協定すると
ころによる。ただし、市財政
の都合により繰上償還し、又
は低利債に借り換えることが
できる。

計 66,300

限 度 額



  

- 1 - 

 

 

平 成 ２ ９ 年 度 飯 能 市 岩 沢 北 部 土 地 区 画 整 理 特 別 会 計 予 算 

 

平成２９年度飯能市の岩沢北部土地区画整理特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３８８，４９３千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､「第１表歳入歳出予算」による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、５８，０００千円と定める。 

 

 

  



単

1 使 用

位

料 1

：

3 国 庫 支 出 金 41,

千

666

円

1 国 庫 補 助 金 41

）

,666

款

4 財 産 収 入 10

項

,400

金

1 財 産 売 払 収 入

　

10,400

　

5 繰 入 金 2

　

46,825

　

1 一 般 会 計

　

繰 入 金 246,825

　

6

額

繰 越 金 5,000

-

1 繰 越

 

金 5,000

2

7 諸 収 入 1

 

1

-

雑 入 1

第

8 市 債 75,00

１

0

表

1 市 債 75,000

　歳入歳出予算

1 保 留 地 処 分 金 9,600

歳

1 保 留

　

地 処 分 金 9,600

入

2 使

（

用 料 及 び 手 数 料 1



歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 388,4

-

93

 3 -



単

0

位

3 公 債 費 45,998

：

1

千

公 債 費 45,998

円

4 予

）

備 費 500

款

1 予 備 費 50

項

0

金

歳　　　　　　出　

　

　　　　　合　　　　

　

　　計 388,493

　　　　額

- 4 -

1 総 務 費 975

1 総 務 管 理 費 97

歳

5

　

2 事 業 費 341,02

出

0

（

1 事 業 費 341,02



第２表　地　方　債

起 債 の 目 的 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

土 地 区 画 整 理 事 業 75,000 普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

4.0％以内(ただし、利率見
直し方式で借り入れる政府
資金及び地方公共団体金融
機構資金について、利率の
見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率)

政府資金及び地方公共団体金
融機構資金については、その
融資条件、銀行その他の場合
にはその債権者と協定すると
ころによる。ただし、市財政
の都合により繰上償還し、又
は低利債に借り換えることが
できる。

計 75,000

限 度 額

- 5 -





  

- 1 - 

 

 

平 成 ２ ９ 年 度 飯 能 市 岩 沢 南 部 土 地 区 画 整 理 特 別 会 計 予 算 

 

平成２９年度飯能市の岩沢南部土地区画整理特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４６５，１４２千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､「第１表歳入歳出予算」による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１０５，０００千円と定め

る。 

 

 

  



単

1 国 庫 補 助 金 97,6

位

66

：

3 繰 入 金 249,6

千

72

円

1 一 般 会 計 繰 入 金 2

）

49,672

款

4 繰 越 金 5

項

,000

金

1 繰 越 金 5,0

　

00

　

5 諸 収 入 1

　

1 雑 入 1

　

6 市

　

債 112,800

　

1 市 債

額

112,800

-

歳　　

 

　　　　入　　　　　

2

　合　　　　　　計 4

 

65,142

-

第１表　歳入歳出予算

1 使 用 料 及 び 手 数 料 3

歳

1 使 用 料 3

　

2

入

国 庫 支 出 金 97,66

（

6



単

8

位

3 公 債 費 46,091

：

1

千

公 債 費 46,091

円

4 予

）

備 費 500

款

1 予 備 費 50

項

0

金

歳　　　　　　出　

　

　　　　　合　　　　

　

　　計 465,142

　　　　額

- 3 -

1 総 務 費 773

1 総 務 管 理 費 77

歳

3

　

2 事 業 費 417,77

出

8

（

1 事 業 費 417,77



- 4 -

第２表　地　方　債

起 債 の 目 的 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

土 地 区 画 整 理 事 業 112,800 普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

4.0％以内(ただし、利率見
直し方式で借り入れる政府
資金及び地方公共団体金融
機構資金について、利率の
見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率)

政府資金及び地方公共団体金
融機構資金については、その
融資条件、銀行その他の場合
にはその債権者と協定すると
ころによる。ただし、市財政
の都合により繰上償還し、又
は低利債に借り換えることが
できる。

計 112,800

限 度 額



  

- 1 - 

 

 

平 成 ２ ９ 年 度 飯 能 市 特 定 環 境 保 全 公 共下水道 特別会計予 算 

 

平成２９年度飯能市の特定環境保全公共下水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７５，２４０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､「第１表歳入歳出予算」による。 

 

 

 

  



単

1 使 用 料 1

位

2,700

：

3 繰 入 金 61

千

,349

円

1 一 般 会 計 繰 入

）

金 61,349

款

4 繰 越 金

項

1,000

金

1 繰 越 金 1,

　

000

　

5 諸 収 入 101

　

1 延

　

滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料

　

1

　

2 雑 入 100

額

歳　　　

-

　　　入　　　　　　

 

合　　　　　　計 75

2

,240

 -

第１表　歳入歳出予算

1 分 担 金 及 び 負 担 金 90

歳

1 分 担 金

　

90

入

2 使 用 料 及 び 手 数 料

（

12,700



単

1 公 債 費 26,5

位

05

：

3 予 備 費 5,000

千

1

円

予 備 費 5,000

）

歳　

款

　　　　　出　　　　

項

　　合　　　　　　計

金

75,240

　　　　　　額

- 3 -

1 事 業 費 43,735

1 特 定 環 境

歳

保 全 公 共 下 水 道 費 43

　

,735

出

2 公 債 費 26,

（

505





  

- 1 - 

 

 

平 成 ２ ９ 年 度 飯 能 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 

 

平成２９年度飯能市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６，２６２，８７２千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､「第１表歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額  

は、４００，０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場

合は、次のとおりと定める。 

⑴ 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間 の

流用 



- 2 - 

  

 

 



単

料 1

位

1 手 数 料 1

：

3 国 庫 支 出

千

金 1,212,419

円

1

）

国 庫 負 担 金 1,002

款

,477

項

2 国 庫 補 助 金 2

金

09,942

　

4 支 払 基 金

　

交 付 金 1,658,9

　

18

　

1 支 払 基 金 交 付 金 1

　

,658,918

　

5 県 支

額

出 金 927,991

第

1 県

１

負 担 金 866,780

表

2

　

県 補 助 金 61,211

歳

6

入

財 産 収 入 513

歳

1 財 産 運

出

用 収 入 513

予

7 繰 入 金 8

算

80,522

-

1 一 般 会 計

 

繰 入 金 880,522

3 -

1 保 険 料 1,572,399

歳

1 介

　

護 保 険 料 1,572,

入

399

（

2 使 用 料 及 び 手 数



千

1

円

2 雑 入 98

）

歳　　　　

款

　　入　　　　　　合

項

　　　　　　計 6,2

金

62,872

　　　　　　額

- 4 -

8 繰 越 金 10,000

1 繰 越 金 10,0

（

00

単

9 諸 収 入 109

位

1 延 滞

：

金 、 加 算 金 及 び 過 料 1



単

査 会 費 55,908

位

4 事

：

業 計 画 策 定 委 員 会 費 3

千

,743

円

2 保 険 給 付 費 5

）

,751,557

款

1 介 護

項

サ ー ビ ス 等 諸 費 5,2

金

33,530

　

2 介 護 予 防

　

サ ー ビ ス 等 諸 費 103

　

,097

　

3 そ の 他 諸 費 3

　

,711

　

4 高 額 介 護 サ ー

額

ビ ス 等 費 129,11

-

9

 

5 高額医療合算介護サ

5

ービス等費 15,20

 

6

-

6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 266,894

3 地 域 支 援 事 業 費 415,264

1 介護予防・

1

生活支援サービス事業

総

費 171,639

務

2 一 般

費

介 護 予 防 事 業 費 35,

8

757

8

3 包 括 的 支 援 事 業

,

・ 任 意 事 業 費 207,

6

680

7

4 そ の 他 諸 費 18

1

8

1 総 務 管 理

歳

費 19,268

　

2 徴 収 費

出

9,752

（

3 介 護 認 定 審



千

6 諸 支 出 金

円

1,550

）

1 償 還 金 及 び

款

還 付 加 算 金 1,550

項

7

金

予 備 費 4,000

　

1 予 備

　

費 4,000

　

歳　　　

　

　　　出　　　　　　

　

合　　　　　　計 6,

　

262,872

額

- 6 -

4 基 金 積 立 金 514

1 基 金 積 立 金 514

（

5

単

公 債 費 1,316

位

1 公 債

：

費 1,316



  

- 1 - 

 

 

平 成 ２ ９ 年 度 飯 能 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算 

 

平成２９年度飯能市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８８９，５４５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､「第１表歳入歳出予算」による。 

 

 

 

 



単

2 繰 入 金 169,74

位

2

：

1 一 般 会 計 繰 入 金 16

千

9,742

円

3 繰 越 金 3,

）

000

款

1 繰 越 金 3,00

項

0

金

4 諸 収 入 4,616

　

1 延

　

滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料

　

301

　

2 償 還 金 及 び 還 付

　

加 算 金 4,300

　

3 雑 入

額

15

-

歳　　　　　　入

 

　　　　　　合　　　

2

　　　計 889,54

 

5

-

第１表　歳入歳出予算

1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 712

歳

,187

　

1 後 期 高 齢 者 医

入

療 保 険 料 712,18

（

7



単

医療広域連合納付金 8

位

65,151

：

1 後期高齢

千

者医療広域連合納付金

円

865,151

）

3 諸 支 出

款

金 4,300

項

1 償 還 金 及

金

び 還 付 加 算 金 4,30

　

0

　

4 予 備 費 2,000

　

1 予

　

備 費 2,000

　

歳　　

　

　　　　出　　　　　

額

　合　　　　　　計 8

-

89,545

 3 -

1 総 務 費 18,094

1 総 務 管 理

歳

費 14,693

　

2 徴 収 費

出

3,401

（

2 後期高齢者





  

- 1 - 

 

 

平 成 ２ ９ 年 度 飯 能 市 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 特 別 会 計 予 算 

 

平成２９年度飯能市の訪問看護ステーション特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７６，６６３千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､「第１表歳入歳出予算」による。 

 

 

 

  

 



単

378

位

2 使 用 料 及 び 手 数

：

料 555

千

1 使 用 料 555

円

3

）

繰 入 金 30,766

款

1 一

項

般 会 計 繰 入 金 30,7

金

66

　

4 繰 越 金 1,000

　

1

　

繰 越 金 1,000

　

5 諸 収

　

入 28

　

1 雑 入 28

額

歳　　

-

　　　　入　　　　　

 

　合　　　　　　計 7

2

6,663

 -

第１表　歳入歳出予算

1 訪 問 看 護 収 入 44,314

歳

1 訪

　

問 看 護 収 入 33,93

入

6

（

2 介 護 支 援 収 入 10,



単

1,477

位

3 予 備 費 1,

：

000

千

1 予 備 費 1,00

円

0

）

歳　　　　　　出　

款

　　　　　合　　　　

項

　　計 76,663

金　　　　　　額

- 3 -

1 総 務 費 54,186

1 総 務 管 理

歳

費 54,186

　

2 事 業 費

出

21,477

（

1 事 業 費 2





－1－ 

 

 

平 成 ２ ９ 年 度 飯 能 市 水 道 事 業 会 計 予 算 

 

 （総 則） 

第１条 平成２９年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

⑴ 給 水 戸 数             ３５，９００戸 

   （ 給 水 世 帯 数 ）            （３３，９８０世帯） 

⑵ 年 間 総 配 水 量          ９，９７７，３００㎥ 

⑶ １ 日 平 均 配 水 量             ２７，３３５㎥ 

⑷ 主 要 な 建 設 改 良 事 業 

    イ 老朽管布設替事業           ３０５，５３２千円 

    ロ 配水管網整備事業           １８７，０５６千円 

    ハ 浄水施設等再構築事業         ４０５，２７０千円 

    ニ 取水・浄水・配水施設等整備事業    １７８，３１９千円 

    ホ 基幹施設耐震化事業           ６６，２８４千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

                       収         入 

 第１款 水 道 事 業 収 益        １，８７７，２１９千円 

  第１項 営 業 収 益       １，６１７，８７４千円 

  第２項 営 業 外 収 益         ２５９，０７３千円 

  第３項 特 別 利 益             ２７２千円 



 －2－ 

 

                       支         出 

 第１款 水 道 事 業 費 用        １，７０５，６９７千円 

  第１項 営 業 費 用       １，６４４，６５２千円 

  第２項 営 業 外 費 用          ５７，４２９千円 

  第３項 特 別 損 失             ６１６千円 

  第４項 予 備 費           ３，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する 額 

８９７，３５９千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額７９，３９７千円、過年度分損益勘定留保資

金５６３，８６７千円、当年度分損益勘定留保資金２５４，０９５千円で補てんするものとする。）。 

                       収         入 

第１款 資 本 的 収 入          ５３８，０４５千円 

  第１項 企 業 債         ４００，０００千円 

第２項 負 担 金         １２６，３２９千円 

  第３項 県 補 助 金          １１，７１６千円 

                       支         出 

 第１款 資 本 的 支 出        １，４３５，４０４千円 

  第１項 建 設 改 良 費       １，２３４，３２９千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金         ２０１，０７５千円 

 

 

 

 

 



－3－ 

（継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

款 項 事 業 名 総  額 年  度 年 割 額 

1 資本的支出 

 

 

 

 

 

1 建設改良費 

 

 

 

 

 

県水受水場改修事業 455,760 千円 
平成 29 年度 216,000 千円 

平成 30 年度 239,760 千円 

小岩井浄水場沈殿池汚泥掻
寄機更新事業 

162,000 千円 
平成 29 年度 81,000 千円 

平成 30 年度 81,000 千円 

小岩井浄水場耐震補強事業 145,844 千円 
平成 29 年度 66,284 千円 

平成 30 年度 79,560 千円 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起 債 の 目 的 限度額 起債の方法 利   率 償 還 の 方 法 

 

老朽管布設替事業 

千円 

150,000 

 

普 通 貸 借 
又 は 
証 券 発 行 

 

4.0％以内（ただし、利率見
直し方式で借り入れる政府
資金及び地方公共団体金融
機構資金について、利率の見
直しを行った後においては、
当該見直し後の利率） 

 

政府資金及び地方公共団体金
融機構資金については、その融
資条件、銀行その他の場合には
その債権者と協定するところ
による。ただし、企業財政の都
合により繰上償還し、又は低利
債に借り換えることができる。 

浄水施設等再構築事業 100,000 同 上 同 上 同 上 

取水・浄水・配水施設等
整備事業 

150,000 同 上 同 上 同 上 

計 400,000 

 

   



 －4－ 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

⑴ 営業費用及び営業外費用の間の流用 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその

経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 ⑴ 職 員 給 与 費             ２０３，２４０千円 

 （他会計からの補助金） 

第９条 一般会計からこの会計への補助を受ける金額は、９，０００千円である。 

 （たな卸資産購入限度額） 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、２１，３３６千円と定める。 
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